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新（R3.10.15 適用版） 現 行 

※変更箇所のみ抜粋 

 

建築関係設計業務委託特記仕様書（令和３年１０月版） 
 

 

Ⅰ．業務概要 

 

 ６－２．担当技術者の資格要件 

 担当分野の業務を分担する担当技術者のうち 1名以上は、下記で特記した資格要件を有

する者とする。なお、管理技術者は、次の担当技術者を兼ねることができる。 

   ※建築（意匠・構造）分野の担当技術者 

   ・建築設備（電気・機械）分野の担当技術者 

(1)～(2)（省略） 

(3) 積算、その他 

   ・（公社）日本建築積算協会が付与する建築積算士 

   ・（                          ） 

 

 

Ⅱ．業務仕様 

  本特記仕様書及び委託図書に記載されていない事項は、「建築関係設計業務委託共通仕様書」

による。 

 

 １．設計業務の内容及び範囲  

  (2) 追加業務の内容及び範囲 

    （省略） 

    ・建築基準法第５６条の２第１項ただし書きによる許可申請 

    （省略） 

    ・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する県有施設の

設計等における特別な検討及び資料の作成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特

別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等） 

    （省略） 

    ・県有施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭

素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務（詳細な LCCO2 を求める場

合） 

    （省略） 

 

 ２．業務の実施  

  (2) 適用基準等 

本業務に国土交通省及び福島県が制定する以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は

業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を

実施しなければならない。なお「番号等」に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官

※変更箇所のみ抜粋 

 

建築・設備設計業務委託特記仕様書（令和元年 10 月版） 
 

 

Ⅰ．業務概要 

 

 ６－２．担当技術者の資格要件 

 担当分野の業務を分担する担当技術者のうち 1 名以上は、下記で特記した資格要件を有

する者とする。なお、管理技術者は、次の担当技術者を兼ねることができる。 

   ※建築（意匠・構造）分野の担当技術者 

   ・建築設備（電気・機械）分野の担当技術者 

(1)～(2)（省略） 

(3) 積算、その他 

   ・（社）日本建築積算協会が付与する建築積算資格者 

   ・（                          ） 

 

 

Ⅱ．業務仕様 

  本特記仕様書及び委託図書に記載されていない事項は、「建築・設備設計業務委託共通仕様書」

による。 

 

 １．設計業務の内容及び範囲  

  (2) 追加業務の内容及び範囲 

    （省略） 

    ・建築基準法第５６条の２第１項ただし書きによる許可申請 

    （省略） 

    ・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設

計等における特別な検討及び資料の作成（建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な

検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等） 

    （省略） 

    ・官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭

素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務（詳細な LCCO2 を求める場

合） 

    （省略） 

 

 ２．業務の実施  

  (2) 適用基準等 

本業務に国土交通省及び福島県が制定する以下に揚げる技術基準等を適用する。受注者は

業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実

施しなければならない。なお「番号等」に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営
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庁営繕部及び福島県が監修した出版物等を指す。 

 

   ａ．（省略） 

 

   ｂ．建  築 

    （省略） 

    ・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部） （       ） 

    （省略） 

 

   ｃ．（省略） 

 

   ｄ．設  備 

    （省略） 

    ・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部） （       ） 

    （省略） 

 

   ｅ．（省略） 

 

  (5) その他、業務の履行に係る条件等 

   (a)～(c)（省略） 

   (d) 写真の著作権の権利等について 

     受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

    ①（省略） 

    ②次に掲げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合

は、この限りではない。） 

     1)～2)（省略） 

   (e) 構造計算について 

     （省略） 

   (f) 省エネルギー計算について 

     （省略） 

   (g) 特別経費について 

     （省略） 

 

 ３．成果物 

  (1) 基本設計（新築設計に適用） 

成 果 物 記載する内容 

ａ．（省略） （省略） 

ｂ．（省略） （省略） 

ｃ．電気設備 

・電気設備基本設計図書 

（省略） 

（省略） 

繕部及び福島県が監修した出版物等を指す。 

 

   ａ．（省略） 

 

   ｂ．建  築 

    （省略） 

    ・建築・設備工事共通仕様書（福島県土木部） （       ） 

    （省略） 

 

   ｃ．（省略） 

 

   ｄ．設  備 

    （省略） 

    ・建築・設備工事共通仕様書（福島県土木部） （       ） 

    （省略） 

 

   ｅ．（省略） 

 

  (5) その他、業務の履行に係る条件等 

   (a)～(c)（省略） 

   (d) 写真の著作権の権利等について 

     受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。 

    ①（省略） 

    ②次に揚げる行為をしてはならない。（ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、

この限りではない。） 

     1)～2)（省略） 

   (d) 構造計算について 

     （省略） 

   (e) 省エネルギー計算について 

     （省略） 

   (f) 特別経費について 

     （省略） 

 

 ３．成果物 

  (1) 基本設計（新築設計に適用） 

成 果 物 記載する内容 

ａ．（省略） （省略） 

ｂ．（省略） （省略） 

ｃ．電気設備 

・電気設備基本設図書 

（省略） 

（省略） 
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ｄ．（省略） （省略） 

ｅ．（省略） （省略） 

ｆ．（省略）  

ｇ．（省略）  

（省略） 

（注）（省略） 

 

 

Ⅲ．成果物等の納入部数 

基 本 設 計 ・ 実 施 設 計 

共 

通 

事 

項 

（省略） （省略） 

設計図書等の種類 適   用 

基 

本 

設 

計 

（省略）  

実 

施 

設 

計 

設 

計

図 

書 

（省略）  

（省略）  

（省略） （省略） 

工 

事 

費

算 

出 

書 

（省略） （省略） 

計 

算 

書 

（省略） （省略） 

そ 

の 

他 

（省略）  

設計図書等の種類 適   用 

ｄ．（省略） （省略） 

ｅ．（省略） （省略） 

ｆ．（省略）  

ｇ．（省略）  

（省略） 

（注）（省略） 

 

 

Ⅲ．成果物等の納入部数 

基 本 設 計 ・ 実 施 設 計 

共 

通 

事 

項 

（省略） （省略） 

設計図書等の種類 適   用 

基 

本 

設 

計 

（省略）  

実 

施 

設 

計 

設 

計

図 

書 

（省略）  

（省略）  

（省略） （省略） 

工 

事 

費

算 

出 

書 

（省略） （省略） 

計 

算 

書 

（省略） （省略） 

そ 

の 

他 

（省略）  

設計図書等の種類 適   用 
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申 

請 

手 

続 

き 

（省略） 

・公共下水使用申請書     １式 

（省略） 

 

 

 

申 

請 

手 

続 

き 

（省略） 

・公共下水仕様申請書     １式 

（省略） 

 

 

 

 


